
 

 

令和６年６月 19 日 

 

令和６年度独立行政法人住宅金融支援機構調達等合理化計画 

   

 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年５

月 25 日総務大臣決定）に基づき、独立行政法人住宅金融支援機構（以下「機構」

という。）は、事務又は事業の特性を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、公正性

及び透明性を確保し、自律的かつ継続的に調達等の合理化に取り組むため、令和

６年度独立行政法人住宅金融支援機構調達等合理化計画を次のとおり定める。 

 

１．調達の現状及び要因の分析 

(1) 機構における令和５年度の契約状況は、表１のとおりであり、契約件数は

955 件、契約金額は 491.1 億円である。また、競争性のある契約は 880 件

（件数割合：92.1％）、478.4 億円（金額割合：97.4％）であり、競争性のな

い随意契約は 75 件（件数割合：7.9％）、12.7 億円（金額割合：2.6％）で

ある。 

令和４年度と比較し、競争性のない随意契約の件数及び金額は、ともに増

加（件数：25.0％の増、金額：23.8％の増）した。件数及び金額の増加は、

主に事務所維持管理に関する契約（件数：９件の増、金額：3.3 億円の増）

によるものである。 

 



 (2) 機構における令和５年度の一者応札・応募の状況は、表２のとおりであ

り、契約件数は 57 件（件数割合：6.5％）、契約金額は 151.2 億円（金額割

合：31.6％）である。 

令和４年度と比較し、一者応札・応募による契約件数及び金額は、とも

に減少（件数：21.9％の減、金額：23.0％の減）した。件数及び金額の減

少は、主にシステム関係の契約（件数：10 件の減、金額：33.1 億円の減）

によるものである。 

 

２．重点的に取り組む分野（【 】は評価指標） 

１の調達の現状及び要因の分析を含む総合的な検討の結果を踏まえ、新規

の競争性のない随意契約及び一者応札・応募の両分野において、次のとおりそ

れぞれの状況に即した調達の改善及び事務処理の効率化に努める。 

(1) 新規の競争性のない随意契約 

引き続き、公正性及び透明性を確保し、合理的な調達を推進するため、監

事及び外部有識者で構成される契約監視委員会（以下「契約監視委員会」と

いう。）で点検を受けたことがない類型の競争性のない随意契約を締結する

場合は、財務企画部の事務を担当する役員（以下「財務企画担当役員」とい

う。）又は財務企画部長を委員長として機構内部に設置された契約審査委員

会（以下「契約審査委員会」という。）において事前に審査し、契約監視委

員会で事後に点検する。【随意契約の理由の妥当性】 

 

 (2) 一者応札・応募 

引き続き、公正性及び透明性を確保した上で、競争性を保った調達を推進

するため、次の①から⑧までの改善方策に取り組み、各取組結果を契約監視

委員会で事後に点検する。【各改善方策の妥当性】 

① 電子入札の積極的活用 

② 参加要件の精査 

③ システム改修案件の設計図書等の事前の閲覧 



④ （機構の競争参加資格に加え）国の競争参加資格の対象化 

⑤ 資格等級の柔軟な対応 

⑥ 十分な公告期間及び準備期間の確保 

⑦ 入札に参加しなかった事業者からの事後の聴き取り 

⑧ 複数年度にわたり同一事業者による一者応札が継続し、かつ、今後も継

続が見込まれる案件に係る公募への切替えの検討及び実施 

 

３．調達に関するガバナンスの徹底（【 】は評価指標） 

(1) 随意契約に関する内部統制の確立 

新たに競争性のない随意契約を締結する案件は、契約審査委員会にあら

かじめ付議し、独立行政法人住宅金融支援機構会計規程（平成 19 年住機規

程第 35 号）に定める「随意契約によることができる事由」との整合性及び

競争性のある調達の実施の可否の観点から審査を受ける。 

また、変更契約を締結する案件については、機構が定めるガイドラインを

適切に運用することにより、内部統制の強化を図る。【随意契約の理由の妥

当性、変更契約の内部統制強化の状況】 

なお、調達等については、入札・契約に係る事務の適正な執行の観点から

監査部による監査を受ける。また、調達等の内部統制の状況について監事に

よる監査を受ける。 

 

(2) 不祥事の発生の未然防止のための取組 

調達に関する不祥事の発生を未然に防止するため、次のとおり取り組む。 

なお、機構では、違反行為の防止等を目的として、通報等を受け付けるた

めの窓口を設置するなど内部統制を有効に機能させる態勢を構築している。

【各取組の実施状況】 

① 契約担当部署（財務企画部会計事務管理室をいう。以下同じ。）は、あ

らかじめ全ての調達案件を点検する。 

② 契約担当部署は、調達に関する事務処理マニュアル等を作成し、調達担

当部署の職員に対する情報提供を行う。また、契約担当部署は、入札不正

事案の防止に向けた啓蒙活動を行う。 

③ 機構の役職員が官製談合による違反行為等を行った場合又はそのおそ

れがあると認められる相当の理由がある場合には、直ちに調査、報告等の

対応を行わなければならないことを、調達担当部署の職員に周知・徹底す

る。 

 

４．自己評価の実施 

調達等合理化計画の自己評価は、当該事業年度に係る業務の実績等に関す

る評価の一環として、調達等合理化計画に基づき、当該事業年度の終了後に実



施する。自己評価の結果は主務大臣に報告し、主務大臣の評価を受ける。主務

大臣の評価を踏まえ、調達等合理化計画の策定等に反映させる。 

 

５．推進体制 

(1) 推進体制 

この計画に定める各事項を着実に実施するため、財務企画担当役員を総

括責任者とし、その指示に基づき、この計画の策定、実施状況の管理及び自

己評価を行い、調達等の合理化に取り組む。また、契約担当部署は、定期的

に実施状況を総括責任者及び副総括責任者に報告する。 

総括責任者  財務企画担当役員 

副総括責任者 財務企画部長・財務企画部会計事務管理室長 

担当部署   財務企画部会計事務管理室会計グループ 

 

(2) 契約監視委員会の活用 

契約監視委員会は、この計画の策定時及び自己評価時に点検するととも

に、理事長が定める基準（新規の競争性のない随意契約及び一者応札・応募）

に該当する個々の契約案件を事後に点検する。また、その点検に係る審議の

概要を公表する。 

 

６．その他 

調達等合理化計画、自己評価結果等を機構のホームページで公表する。 

なお、この計画の進捗状況を踏まえ、新たな取組の追加等があった場合は、

調達等合理化計画を改定する。 


